
瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

令和３年１２月２４日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２５号 

瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則  

瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年瀬戸市規則第３

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （特別休暇）  （特別休暇） 

第１５条 条例第１４条の規則で定める場合は、

次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該

各号に定める期間とする。 

第１５条 条例第１４条の規則で定める場合は、

次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該

各号に定める期間とする。 

 ⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 ⑸の２ 職員が不妊治療に係る通院等のため勤

務しないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日（当該通院等が体外受

精その他の市長が定める不妊治療に係るもの

である場合にあっては、１０日）の範囲内の

期間 

  

 ⑹から⒇まで ＜省略＞  ⑹から⒇まで ＜省略＞ 

２ 前項第５号の２及び第１０号から第１３号ま

での休暇（以下この条において「特定休暇」と

いう。）の単位は、１日又は１時間とする。た

だし、特定休暇の残日数の全てを使用しようと

する場合において、当該残日数に１時間未満の

端数があるときは、当該残日数の全てを使用す

ることができる。 

２ 前項第１０号から第１３号までの休暇（以下

この条において「特定休暇」という。）の単位

は、１日又は１時間とする。ただし、特定休暇

の残日数のすべてを使用しようとする場合にお

いて、当該残日数に１時間未満の端数があると

きは、当該残日数のすべてを使用することがで

きる。 



３及び４ ＜省略＞ ３及び４ ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。  

 

 

 

 

 


